
電話

(第 2

(第 3

(第 3

24 ～ 年度

④＝②×③ 1,800 1,800 1,800 1,800

　総　事　業　費 ①＋④ 9,667 9,630 4,630 4,630

人  件  費
（概算）

2,830 2,830

0.20

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

① 合　計 7,867 7,830 2,830 2,830

② 人　数（年間） 0.20 0.20 0.20

0

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金 5,000 5,000 0

 その他特財

 一般財源 2,867 2,830

【３ 費用の予定額 】 （単位：千円）

【事業費の推移】 22年度予定額 23年度予定額
24年度以降の予定額

毎年度（参考値）

手
　
　
段

※ 市が行う事務事業の具体的な実施内容（補助等の場合は、団体の活動内容）

平成22年度

　①太陽光発電システム及びその他省エネ設備の複合的導入に対する補助
　　（道費による事業として実施予定）
　②太陽光発電システム単独導入に対する補助
　　（一般財源による事業として実施予定）

平成23年度

　①太陽光発電システム及びその他省エネ設備の複合的導入に対する補助
　　（道費による事業として実施予定）
　②太陽光発電システム単独導入に対する補助
　　（一般財源による事業として実施予定）

平成24年度
以　　　降

　太陽光発電システム単独導入に対する補助
（市の一般財源による事業として実施予定）

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

北広島市内に住宅を持つ市民

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　ＣＯ２排出量の２５％削減に向けて、国や自治体、企業、市民が協力して日本全体でさま
ざまな取り組みを実施していくことが必要であるが、当市としても地球温暖化防止に向け
て、北広島市の一般住宅用太陽光発電システムやその他省エネ設備の普及率を向上させるた
めの施策として本事業を実施するものである。

【２ 計　画 】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 環境と共生する快適なまち

節） 環境保全

施策） 環境負荷の低減

【１ 事務事業の概要 】 

　地球温暖化対策として、温室効果ガスであるＣＯ２削減のため、一般住宅での太陽光発電システム及び同時に導入
するその他の省エネ設備等の設置にかかる費用の一部を補助し、これらの設備の一般住宅への普及を図る。
　なお、当初２年間のについては、
　　①太陽光発電システム及びその他省エネ設備の複合的導入に対する補助（道費利用）
　　②太陽光発電システム単独導入に対する補助（単独事業）
　の２つの種別に分けて補助を実施していくこととする。

事務事業開始年度 H22
根拠法令等 なし

〃  終了予定年度

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 部長職名 石井潤一郎 課長職名 小西洋一 作成日 平成21年12月7日

別紙 ５　　　　平成２１年度 事務事業評価調書（新規用）
北広島市

整理番号 ８ 事務事業名
太陽光発電システム等設置補助事

業
作成部署 環境部環境課 822



単位

件

①

②

③

④

①

②

③

評点

□ ■

■

□

□

■

□

□

総　合　判　定 説　　　　　明　（内部評価委員会の意見）

　実施する
　地球温暖化対策として、一般住宅の太陽光発電システム等設置に係る費用の一部を補助
し、省エネ設備の普及を図る。

　再検討（見送り）

　実施しない

【事業担当部局による説明】
　太陽光発電については、売電制度の整備など、国も導入に関する環境整備を行っている
ところであるが、市としても地球温暖化対策の一つとして本事業を進めていきたい。

【６ 総合判定と説明 】

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどなく、市で実施していく。

民間等での実施または市民等との協働が可能であり、検討していく。

民間等で実施または協働して取り組んでいく。

緊
急
性

・すぐに実施する必要があるか
　（緊急度合）
・熟度は高まっているか

4
　直ちに取り組むべき問題であり、また、市民の意識に
も徐々温暖化対策の必要性が浸透していると考える。

評点区分 　　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

4

　啓発等の方法も選択可能であるが、国も大々的な普及
を想定し、売電制度を設けるなどの状況から、より直接
的な方法で推進するのが適切と考える。また、いったん
導入すると、長期間にわたりＣＯ２の継続的な削減が可
能である。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

4
　補助率は導入費用の１割未満であり、適正と考える。
　また、市内に住宅を所有する市民に対して幅広く補助
するものであり、公平性は高いと判断される。

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

4
　ＣＯ２削減は、国際的な枠組みで取り組まれており、
社会が要求し、地方自治体としても積極的にかかわるべ
き緊急の課題でる。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

4

　北広島市全体の世帯数から見ると、ごく一部の世帯に
対する補助であるが、導入単価が低下するまでの期間に
ついて、普及に向けての契機となるべく購入を支援しよ
うとするものであり、有効であると考える。

【５ 評　価 】

チ ェ ッ ク 項 目 選択理由、説明等

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標 【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

活 動
指 標

基 本
指 標

太陽光発電システム導入件数 40 40 40 40

指　　　標　　　名 22年度目標 23年度目標 24年度目標 最終目標

整理番号 ８【４ 指　標 】

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値


